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令和８年度 長野県交通安全運動推進計画 

長野県交通安全運動推進本部  

第１ 基本方針 
交通ルールを守り、正しい交通マナーの実践を習慣付けることにより、県民の交通安全意識を高め、

推進機関・団体が連携して交通安全対策を推進することにより、日本一安全な道路交通の実現を目指す。 
 
 
第２ スローガン  【 しあわせを つなぐ信濃路 ゆずり合い 】 R８～R12  
 
 
第３ 重点事項  

１ 高齢者の交通事故防止 
交通事故死者数が減少傾向にある中にあって、交通事故死者の５割を高齢者が占めているほか、高

齢運転者が第１当事者となる交通死亡事故の割合は約４割を占める状況となっており、高齢者の免許
保有率が上昇している状況を鑑みれば、今後は更に高い割合で推移することが予想されることから、
高齢者の交通事故防止に対する総合的な対策として、次の事項を推進する。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
２ 通学路・生活道路等の安全確保と歩行者保護の徹底   

通学路・生活道路における交通事故防止と子供・高齢者・障がい者等の交通弱者を中心とした全て
の歩行者保護を徹底するため、次の事項を推進する。 

 
３ 自転車等の安全利用の促進 

自転車の交通違反に交通反則通告制度が適用されることに伴い、自転車運転者の交通安全意識をさ
らに高め、自転車安全利用五則を含めた交通ルールの遵守や、自転車損害賠償保険等への加入の徹底
など、自転車の安全利用を促進するほか、努力義務化された自転車乗車時におけるヘルメット着用が
当たり前となる状況を目指すとともに、特定小型原動機付自転車を始めとした新たな小型モビリティ
の安全利用を図るため、次の事項を推進する。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

○ 家庭・地域・職場等における高齢運転者への声かけや高齢歩行者保護活動の促進 
○ 医療機関・行政窓口等における高齢者交通安全対策の推進 
○ 運転時の一時停止交差点等における「止まる・見る・確認する」、歩行・横断時における「止まる・
見る・目立つ」の徹底 

○ シニアクラブ活動や地域会合等における、寸劇などの心に残る参加・体験・実践型交通安全教育
の受講促進 

○ 高齢者交通安全モデル地区を中心とした高齢者宅家庭訪問活動等による啓発活動の展開 
○ 運転免許証自主返納制度の周知啓発と高齢運転者支援策の充実・強化 
○ 安全運転サポート車（サポカー）の普及促進 

○ 地域・学校・保護者・行政等が連携した継続的な通学路合同点検の推進及び対策案の検討 
○ 通学路における見守り活動や交通指導取締りの実施 
○  通学路・生活道路や園児の移動経路の安全性を高めるための、道路環境整備と交通規制の実施 
○  園児・児童・生徒・高齢者等を対象とした、安全な歩行や自転車利用等の交通安全教育による正
しい交通ルールの浸透 

○ 幹線道路から通学路・生活道路への流入抑制（抜け道対策）及び速度抑制対策の推進 
○ 交差点等における安全確認の徹底と運転者に対する歩行者保護意識の醸成 
○ 横断歩道におけるルールの遵守とマナーアップ行動の実践 

○ 交通ルールの遵守とマナー向上対策の推進 
○  違反行為に伴う罰則、危険走行による交通事故のリスク等、自転車運転者が負うべき刑事的責任・
社会的責任の周知徹底及び悪質・危険な利用者に対する指導・警告の強化 

○  幼児・小学生・中学生・高校生・大学生・一般・高齢者等、ライフステージに応じた交通安全教
育活動の推進  

○ 幼少期からの安全利用の教育と保護者（大人）の安全意識の醸成 
○ ヘルメットの購入等に係る支援制度の周知・活用と着用促進に係る広報・啓発活動の強化 

○ 自転車加害事故による賠償責任に対応するための自転車損害賠償保険等への加入義務の周知徹底 

○ 自転車通行環境整備の推進  
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４  後部座席を含めた全ての座席のシートベルトの着用とチャイルドシートの正しい使用の徹底  

シートベルトの着用率は年々向上してきたが、四輪乗車中死者の 41.4％が非着用で、非着用者の致
死率(7.1％)は、着用者（0.4％）の 17.8倍となっていることから、依然として低い後部座席の着用率
の向上を含め、全ての座席におけるシートベルトの着用・チャイルドシートの正しい使用を徹底する
ため、次の事項を推進する。 

 
５  夕暮れ時と夜間の交通事故防止  

夕暮れ時から夜間にかけて、横断歩行者や自転車が関わる交通事故が多発していることから、次の
事項を推進する。 

 
 
 
 

 
 
 
 
６  飲酒運転等の根絶  

飲酒運転・妨害運転（あおり運転）は、死亡事故やひき逃げ等の重大事故に直結することから、こ
れら悪質・危険な運転行為による交通事故を根絶するため、次の事項を推進する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第４ 季別の運動 

名    称 期       間 

春の全国交通安全運動 ４月 ６日(月) ～ ４月 15日(水) (10日間) 

夏の交通安全やまびこ運動 ７月 11日(土) ～ ７月 20日(月) (10日間) 
秋の全国交通安全運動 ９月 21日(月) ～ ９月 30日(水) (10日間) 
年末の交通安全運動 12月 15日(火) ～ 12月 31日(木) (17日間) 

   ※その他の運動は交通事故の発生状況に応じ、別に定める期間 
 
第５ 啓発日 

名    称 実   施   日 
交通安全の日 毎月 ５日・20日 
シートベルト・チャイルドシート啓発の日 毎月 ４日・14日・24日 
二輪車交通安全の日(全国統一バイクの日) ８月 19日(水) 
自転車の日 ５月 ５日(火) 

 

○ 夕暮れ時の早めのライト点灯と、夜間の減速運転及びハイビームの適切な活用の実践 
○  夜間の交通事故実態及び危険性を周知するための交通安全教育、広報啓発活動の推進 
○  歩行者・自転車利用者に対する反射材・自発光材の普及と利用促進 
○  道路照明・自発光式道路鋲・高輝度標識等の設置など交通安全施設の整備促進 

○  後部座席を含めた全ての座席におけるシートベルト着用・チャイルドシート使用の重要性・効果
の周知徹底 

○  シートベルトの着用・チャイルドシートの正しい使用の広報とシートベルト等の被害軽減効果に
ついての交通安全教育の実施 

○  家庭・職場等における着用チェックの推進 
○ 体格等の事情に応じたチャイルドシートの正しい使用のための保護者（大人）の安全意識の醸成 
○ 市町村・関係機関が連携した定期的な着用率調査の実施と結果公表 
○ シートベルト非着用・チャイルドシート不使用に対する交通指導取締りの推進 
 

○ 飲酒運転・妨害運転は危険性の高い悪質な故意の犯罪であるという認識の徹底とその代償の周知
啓発 

○ 家庭・地域・職場などにおける飲酒運転等をさせない、許さない環境づくりの促進 
○ 飲酒の機会における公共交通機関・自動車運転代行等の利用の促進 
○ 車両等運転者への酒類の提供禁止、飲酒運転車両への同乗の禁止、飲酒者への車両等の提供禁止
の周知徹底 

○ ドライブレコーダーの普及促進 

○ 歩道や横断歩道における歩行者等への配慮 
○ 特定小型原動機付自転車を始めとした新たな小型モビリティに関する交通ルールの周知と遵守の 
徹底 
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第６  交通安全標語（全日本交通安全協会・毎日新聞社主催交通安全年間スローガン上位入賞作品から） 

 
第７  推進対策 

１  交通安全運動実施計画の策定 
推進機関・団体は、推進責任者を定め、地域・組織の実情に沿った具体的な実施計画を策定し、その

徹底を図って運動への参加意識を高め、交通安全運動を推進する。 
  ２  連携の強化 

推進機関･団体は、相互に緊密な連携を保って効果的な交通安全活動を展開する。 
  ３  広報活動の推進 

テレビ・ラジオ・新聞等のマスメディア、ウェブサイト（ホームページ）、ＳＮＳ（Ｘ（旧ツイッタ
ー）・フェイスブック等）、関係機関・団体の機関紙（誌）・広報紙、地域に密着した有線放送・ケーブ
ルテレビ等、あらゆる広報媒体を活用し、交通事故の発生状況や季別の交通安全運動の重点等を適時
広報する。 

 

第８  交通事故多発時の緊急対策等 

  １  交通死亡事故多発非常事態宣言 
      交通死亡事故が一定期間連続発生して、県民の日常生活に大きな脅威を与える事態に至った場合は、

「長野県交通死亡事故抑止緊急対策実施要綱」に基づき速やかに「交通死亡事故多発非常事態宣言」
を発表し、別に定める推進事項を積極的に推進し、交通死亡事故の抑止に努める。 

２  交通死亡事故多発警報       
    交通死亡事故が短期間に連続発生する等「長野県交通死亡事故抑止緊急対策実施要綱」に定める「交

通死亡事故多発非常事態宣言」発表基準に達するおそれがある場合、速やかに「交通死亡事故多発警
報」を発表し、注意喚起と交通安全意識の高揚を促すことで、更なる交通死亡事故の発生を抑止する。 

  ３  特異事故等の発生に伴う再発防止対策 
      交通死亡事故、重大・特異事故等が発生した場合には、「交通死亡事故等現地診断プロジェクトチー

ム設置要綱」に基づき、プロジェクトチームを設置して現地診断を行い再発防止の徹底を図るほか、
上記以外の場合においても、交通事故の発生状況・原因により、関係機関・団体が連携・協力して再
発防止に努める。 

 
 
 
 

 
 

[最優秀作]   
 
○ 急ぐほど 狭まる視野と 増すリスク 

 
○ 親を見て 子供も止まる 赤信号 

 
○ 車から ぼくたちみえない 手をあげよう 
 

 
[同乗者を含む運転者向け] 
 
[歩行者・自転車・特定小型原動
機付自転車利用者向け] 
[こども部門] 

[その他の入選作から] 
 
○ 譲り合い ハンドル越しの 思いやり 
 
○ 黄昏に 一番星の 前照灯 

 
○ ヘルメット 命のお守り 忘れずに 
 
○ それいいね 夜道にきらり 反射材 
 
○ ヘルメット かぶって安全 いってきます！ 
 
○ 合言葉 止まる待つ見る 守ろうよ 

 

 
 
[同乗者を含む運転者向け] 
 
[ 〃 ] 
 
[歩行者・自転車・特定小型原動
機付自転車利用者向け] 
[ 〃 ] 
 
[こども部門] 
 
[ 〃 ] 
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第９  運動の展開 

１  主体別の重点実践事項 

主  体 重  点  実  践  事  項 

運  転  者 

運転者としての社会的責任を自覚して、交通ルールを守ることはもとより、歩行者等へ
の思いやりの心や運転者同士の譲り合いの心を持ち、交通マナーを高め、常にゆとりを持
って安全運転に努める。 
 

１ 「人優先」の交通安全思想の普及と、交通ルールの遵守及び正しい交通マナーの実践 
２ 歩行者・障がい者等の交通弱者保護の徹底及び道路環境に応じて速度を抑制した安全
な走行の徹底 

３ 横断歩道手前での減速及び歩行者等の有無の確認、並びに横断歩行者がいる場合の一
時停止の徹底 

４ 夕暮れ時の早めのライト点灯の実践と昼間点灯用ＬＥＤライト活用の普及 
５ 夜間における減速運転とハイビームの適切な活用の実践 
６  後部座席を含めた全ての座席におけるシートベルト着用とチャイルドシートの正しい
使用の徹底 

７ 「飲酒運転四(し)ない運動」（飲んだら乗らない・乗るなら飲まない・乗る人には飲ま
せない・飲んだ人には運転させない）の実践 

８ 運転中の携帯電話等の使用及びカーナビゲーション・スマートフォン等の画面注視禁
止の徹底 

９ 妨害運転（あおり運転）等の悪質・危険な運転行為の防止 
10 交差点等における早めの合図と正しい右左折の徹底 
11 強引な右折の禁止と譲り合って道路を利用する思いやり運転の実践 
12 高齢運転者の身体機能の低下等を自覚した運転方法と安全運転サポート車の普及促進 
13 高速道路利用時における「早め休憩」と高速道路における緊急時の３原則（路上に立
たない、車内に残らない、安全な場所に避難する）の徹底 

14 踏切における一時停止・確実な安全確認と、トラブル時には、ためらうことなく非常
ボタンを押すなどの踏切事故防止の徹底 

15 自転車乗車用ヘルメットの購入等に係る支援制度の活用と着用の徹底 
16 「自転車安全利用五則」の周知と、道路環境に応じた安全な通行の徹底 
  【「自転車安全利用五則」】 
   ① 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先 
     ② 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認 
   ③ 夜間はライトを点灯 

④ 飲酒運転は禁止 
     ⑤ ヘルメットを着用 
17 自転車加害事故による賠償責任に対応するための自転車損害賠償保険等の加入義務の 
周知徹底 

18 高齢運転者標識の表示と高齢運転者への思いやり運転の実践 
19 降雪時等の路面状況に応じた運転や除雪作業車への安全配慮、視界不良時のライト点 
灯の実践 

家    庭 

交通安全に果たす家庭の役割を再認識し､家族で交通安全について考える「交通安全は 
家庭から」の定着を図る。 
 
１ 「交通安全の日(毎月５日・20日)」を中心に、交通安全や交通事故防止、自宅近くの危
険箇所、自転車の安全利用等について、家族での話し合いの実践 

２ 子供・高齢者に対する外出時の交通安全についての声かけや注意喚起の実践 
３ 「飲酒運転四(し)ない運動」の実践 
４  夕暮れ時から夜間外出の際の明るい目立つ色の服の着用と反射材・自発光材の活用の
促進 

５ 道路や駐車場では幼児の手を離さない等、幼児に対する安全確保の実践 
６ 高齢運転者への声かけや注意喚起、運転免許証の自主返納制度についての話し合いの
実践 

７ 妨害運転（あおり運転）等の悪質・危険な運転行為の防止 
８  自転車の点検整備の励行、自転車点検整備済証(ＴＳマーク)の普及及び自転車損害賠
償保険等の加入義務の周知徹底、自転車乗車用ヘルメットの購入等に係る支援制度の周
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知・活用と着用促進に係る広報・啓発活動の強化 
９ シートベルト全座席着用・体格等の事情に応じたチャイルドシート使用の促進 

地    域 

関係機関･団体と地域住民が一体となって運動を展開する。 
 
１  高齢者等の重点対象を指定した対策や、地域の交通事故実態等の地域特性に応じた交
通事故防止活動の推進 

２ 子供・高齢者の見守り活動等を通じた交通安全意識の醸成 
３  交通安全教室・住民大会等への参加、高齢者宅家庭訪問の実施等による交通安全意識
の高揚と定着 

４  通学路・生活道路等の交通危険箇所、交通安全施設に対する継続的な点検・整備の実
施と道路管理者等への提言 

５  高齢者に対する保護誘導活動の推進とシニアクラブ交通安全部会や交通少年団等の交
通安全リーダーの育成・支援 

６ 地域と酒類提供業者等が一体となった飲酒運転の根絶 
７ 暴走をしない・させない・見に行かない地域環境の構築と、暴走行為の通報による暴
走族追放気運の醸成 

８ 生活道路における路上駐車の排除、降雪時の除雪等、道路環境の安全と円滑化の確保 
９ 高齢運転者への声かけや注意喚起、運転免許証の自主返納制度についての話し合いの
実践 

10 妨害運転（あおり運転）等の悪質・危険な運転行為の防止とドライブレコーダーの有
効活用 

11 自転車乗車用ヘルメットの購入等に係る支援制度の周知・活用と着用促進に係る広報・
啓発活動の強化 

職    場 

事業者・安全運転管理者・運行管理者等による安全管理を徹底することにより交通安全
意識の高揚を図る。 
 

１  朝礼・点呼・行事等における安全運転ワンポイントアドバイスの実施 
２  交通安全研修会等の開催 
３  飲酒時の運転者管理の徹底（「飲酒運転四(し)ない運動」と「ハンドルキーパー運動」
の実践） 

４ 運転者に対するアルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認 
５  シートベルト着用状況の点検及び指導の徹底 
６  運転記録証明書(ＳＤカード)を活用した安全運転管理 
７  各種交通事故防止コンクールへの積極的な参加 
８  運転適性診断・危険予測訓練・運転記録証明書等を活用した個別指導の実施 
９ ヤングドライバークラブ等の結成及び自主的活動の促進 
10 暴走行為・ローリング行為等、無謀運転追放の徹底 
11 高齢運転者への声かけや注意喚起、運転免許証の自主返納制度についての話し合いの
実践 

12 妨害運転（あおり運転）等の悪質・危険な運転行為の防止とドライブレコーダーの普
及促進 

13  自転車乗車用ヘルメットの購入等に係る支援制度の周知・活用と着用促進に係る広
報・啓発活動の強化 

学   校 

生命尊重の理念に立って、的確に判断し安全に行動できる交通社会人の育成を目指し、
児童生徒の発達段階に応じた交通安全教育を推進する。 
 
１ 「交通安全教育指針」及び「学習指導要領」に基づく交通安全教育の実践 
２  家庭・地域・交通安全推進団体等と連携した心に残る交通安全教室等の開催 
３ 暴走族加入阻止教育と離脱支援の推進 
４  家庭・地域・行政と連携した、継続的な通学路合同点検及び対策案の検討 
５ 交差点・横断歩道・踏切等の交通要点と危険箇所における歩行者・自転車運転の児童・
生徒に対する指導の実施 

６ 登下校中の児童・生徒が当事者となった交通事故について、関係機関と連携した合同
点検の実施とその結果を反映した交通安全教育の推進 

７ 正しい自転車の乗り方指導とヘルメットの購入等に係る支援制度の周知・活用と着用
促進に係る広報・啓発活動の強化 

８  自転車の点検整備の励行、自転車点検整備済証(ＴＳマーク)の普及及び自転車損害賠
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償保険等の加入義務の周知徹底 
９  児童会・生徒会による交通安全自主活動の展開による交通安全意識の向上 
10  二輪・原付免許所持の高校生に対する二輪車実技講習の実施 
11  交通安全教育指導者研修会等への参加による指導者の指導力の向上 

保 育 所 
 

幼 稚 園 

幼児に、正しい交通安全行動を身に付けさせるための交通安全教育を推進する。 
 
１  基本的な交通ルールを習得させるための、寸劇や体験を取り入れた分かり易く心に残
る交通安全教育の実施 

２  参観日等各種行事や連絡帳等による通信を活用した保護者等への啓発の推進 
３  送迎時のチャイルドシート使用の徹底 
４ 保護者・関係者等が率先して幼児の見本となる、正しい交通安全行動の実践 
５ 幼児を自転車に同乗させる際のヘルメット着用の徹底 
６ 道路や駐車場では幼児の手を離さないなど、幼児に対する安全確保の実践 
７ 自転車の基本的な特性を理解させるため、幼児期からの自転車安全教育の推奨 
８ 関係機関と連携した、継続的な園児移動経路の安全性の確認の実施 

 
 
２  関係機関・団体の主な推進事項 

推 進 機 関 ・ 団 体 主  な  推  進  事  項 

県 

１ 自動車・自転車運転者に対する交通ルール遵守の徹底と、正しい交通マナー
の浸透・実践に向けた諸対策への取組強化 

２ 関係機関が行う通学路合同点検の進捗管理及び対策案の見直し 
３ 自転車乗車用ヘルメットの購入等に係る支援制度の周知・活用と着用促進に
係る広報・啓発活動の強化 

４ 幼少期からの自転車教育への支援 
５ 自転車損害賠償保険等の加入の必要性などを周知させる交通安全教育の推進 
６  交通事故の発生状況・形態・地域別等の分析結果や事故統計の提供による事
故発生実態等に応じた交通安全対策の促進 

７  交通事故相談等の充実による被害者支援対策の強化 
８ 「交通安全の日」等の啓発日における各種活動の推進 
９  関係機関･団体と連携した総合的な高齢者交通安全対策及び運転免許証の自
主返納支援施策の推進 

10 市町村・警察等の関係機関と協働した横断歩道におけるルールの遵守とマナ
ーアップ行動の実践、シートベルト全座席着用・体格等の事情に応じたチャイ
ルドシート使用に向けた活動の推進 

11 夕暮れ時の早めのライト点灯と夜間の減速運転及びハイビームの有効活用、
反射材、自発光材の普及促進 

12 飲酒運転･妨害運転（あおり運転）等の悪質･危険運転追放と暴走族追放気運の醸
成 

13 トラクター等の農作業車の交通事故防止対策の推進 
14 除雪車や凍結防止剤散布車等の稼働による道路の安全確保と同車両による交

通事故防止対策の推進 
15  地域の交通安全リーダーを対象とした研修会の開催 

（地域の自転車安全利用推進リーダーの育成） 
16  幼児・児童を重点とした自転車教室の実施（親子参加の自転車教室含む） 
17 交通安全推進機関・団体の行う交通安全事業に対する後援・支援 
18 死亡・重大事故等発生時の現地診断・現場点検による再発防止対策の実施 
19 交通安全教育用 DVDの貸出しやホームページ等を活用した啓発素材の提供及

び交通安全教室の開催 
20 自転車通行環境の整備の推進 
21 安全運転サポート車（サポカー）の普及促進 
22 特定小型原動機付自転車を始めとした新たな小型モビリティに関する交通ル
ールの周知と遵守の徹底 

23 自転車の交通違反に対する交通反則通告制度の適用など、改正道路交通法の
施行等に伴うルールの周知と遵守の徹底 

市 町 村 １ 自動車・自転車運転者に対する交通ルール遵守の徹底と、正しい交通マナー
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の浸透・実践に向けた諸対策の展開 
２ 関係機関･団体と連携した総合的な高齢者交通安全対策の推進及び運転免許
証の自主返納者支援施策の推進 

３ 関係機関・団体と連携した高齢者宅家庭訪問、地区を指定した交通安全対策
等、高齢者の交通事故防止対策の推進 

４ 幼児から高齢者まで対象に応じた参加・体験・実践型交通安全教育の推進 
５ 交通公園やグラウンド等を利用した自転車教室の開催 
６ 自転車乗車用ヘルメットの購入等に係る支援制度の周知・活用と着用促進に

係る広報・啓発活動の強化 
７ 自転車通行環境の整備の推進 
８ 交通安全運動への参加呼び掛けと、各種イベントを活用した広報・啓発活動の推
進 

９ 死亡・重大事故等交通事故発生場所の現地診断による再発防止対策の推進 
10 関係機関と連携した通学路合同点検の実施と対策案の検討 
11 トラクター等の農作業車の交通事故防止対策の推進 
12 除雪車や凍結防止剤散布車等の稼働による道路の安全確保と同車両による交
通事故防止対策の推進 

13 シートベルト・チャイルドシートの着用調査等及び全座席着用等に向けた広
報・啓発活動の推進 

14 乳幼児健診等の機会を活用した幼児交通事故防止及びシートベルト(後部座
席)着用率、チャイルドシート使用率向上対策の推進 

15 夜間事故防止のための道路環境の整備、反射材・自発光材の普及と活用の促進 
16 研修会等による交通指導員、高齢者交通安全リーダーの育成及び街頭指導活
動の推進（県が行う各種交通安全リーダー研修会への積極的参加） 

17 幼児交通安全クラブ・交通少年団等の育成及び支援 
18 商店街・ 駅周辺の駐車(輪)場の整備及び放置自転車対策の推進 
19 飲酒運転･妨害運転（あおり運転）等の悪質・危険運転の追放と暴走族追放気
運の醸成 

20 「交通安全の日」における街頭活動の推進 
21 安全運転サポート車（サポカー）の普及促進 
22 特定小型原動機付自転車に関する交通ルールの周知と遵守の徹底 

教 育 委 員 会 
( 県 ･ 市 町 村 ) 

１ 児童・生徒の発達段階に応じた心に残る交通安全教育の推進 
２ 交通安全教育指導者の指導力の向上を図る研修会等の開催 
３ 交通安全こども自転車大会への参加の促進 
４ 高校生の二輪車実技講習会の周知と全生徒への交通安全教育の実施 
５ 自転車利用者に対する交通ルールの遵守と自転車乗車用ヘルメットの購入等

に係る支援制度の周知・活用と着用促進に係る広報・啓発活動の強化及び交通
マナーの実践指導の推進 

６ 自転車加害事故に対応する自転車損害賠償保険等への加入推奨 
７ 児童会・生徒会の交通安全自主活動に対する支援 
８ 交通事故ゼロチャレンジ事業への協力 
９ 「通学路交通安全プログラム」による関係機関と連携した通学路合同点検の
実施と対策案の検討 

10 登下校中の児童・生徒が当事者となった交通事故について、関係機関と連携
した合同点検の実施と、再発防止対策の推進 

11 小学生が主体的に取り組む「私たちの交通安全宣言」事業への積極的取組 
12 シートベルト着用の重要性を児童・生徒等へ周知徹底 

警 察 

１ 交通安全「私から！」運動の推進 
２ 関係機関・団体と連携した高齢者宅家庭訪問、高齢者モデル地区等における
交通安全対策等、高齢者の交通事故防止対策の推進 

３ 参加・体験・実践型高齢者交通安全教育の推進 
４ 「交通安全の日」における街頭活動の推進 
５ 安全運転相談と臨時適性検査の効果的な運用   
６ 認知機能検査の結果を踏まえた、より効果的な高齢運転者対策の推進 
７ 運転免許証自主返納制度の周知啓発と自治体等に対する支援施策要請の推進 
８ 関係機関・団体と連携した交通事故ゼロチャレンジ事業の推進 
９ 横断歩道のルールの遵守とマナー向上対策の推進 
10 全ての座席のシートベルト着用と体格等の事情に応じたチャイルドシートの
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正しい使用の推進 
11 「飲んだら泊まってって作戦」(飲酒運転根絶キャンペーン)の展開 
12 交通安全教室等あらゆる機会を通じた｢明るい目立つ色の服の着用と反射材・

自発光材｣活用の促進 
13 夕暮れ時の早めのライト点灯と夜間の減速運転及びハイビームの適切な活用
の周知啓発の推進 

14 飲酒運転・妨害運転（あおり運転）等の悪質・危険性の高い違反に重点を置
いた交通指導取締りの推進 

15 通学路・生活道路における速度超過・横断歩行者妨害・通行禁止違反等の交
通指導取締りの推進      

16 暴走族の徹底検挙と関係機関・団体及び地域と連携した暴走族を許さない環
境づくりの推進 

17 自転車運転者に対する正しい通行ルール等の周知啓発や、自転車乗車用ヘル
メットの着用の推進 

18 全世代への自転車交通安全教育の推進と自転車の交通違反に対する交通反則
通告制度等の自転車に関する交通ルールの周知と遵守の徹底 

19 自転車運転者の違反行為に対する指導・警告の強化と悪質・危険な違反の交
通指導取締り 

20 安全で快適な自転車利用環境の創出 
21 「ゾーン３０プラス」「歩車分離式信号」の整備による、通学路及び生活道路
における交通安全対策の推進 

22 関係機関と連携した通学路合同点検の実施と対策案の検討 
23 交通安全施設の整備 
24 交通死亡事故発生に伴う緊急対策の実施及び現地診断結果等に基づく再発防

止対策の推進 
25 運転者教育の効果的推進及び悪質・危険運転者の早期排除 
26 関係機関・団体と連携した道路利用状態別の心に残る交通安全教育の推進 
27 安全運転サポート車（サポカー）を利用した交通安全教室の開催 
28 特定小型原動機付自転車を始めとした小型モビリティに関する交通ルールの

周知と遵守の徹底 

 
道 路 管 理 者 
 
国 土 交 通 省 

県 
市  町  村 
高 速 道 路 株 式 会 社 

１ 交通事故多発道路及び危険箇所等の交通安全施設整備の推進 
２ 関係機関・団体と連携した道路パトロールによる交通安全施設の点検整備の推

進 
３ 夜間事故防止のための道路照明の設置等道路交通環境の整備促進 
４ 関係機関と連携した通学路合同点検の実施と対策案への技術的助言 
５ 通学路合同点検の対策実施状況の情報共有 
６ 歩道の設置や歩道段差の解消等高齢者等交通弱者に配慮した道路交通安全対

策及び園児の移動経路に対する交通安全対策の推進（高速道路株式会社を除
く。） 

７ 道路情報の的確な把握及び積極的な情報提供の実施 
８ 過積載車両や車両制限令違反車両に対する、関係機関と連携した指導等によ

る道路管理の徹底 
９ 除雪車や凍結防止剤散布車等の稼働による道路の安全確保と同車両の交通事

故防止対策の推進 
10 「ゾーン３０プラス」の整備による、通学路及び生活道路における交通安全

対策の推進 
11 自転車通行環境の整備の推進（高速道路株式会社を除く。） 
12 全席シートベルト着用の啓発活動の実施  
13 妨害運転（あおり運転）防止のための啓発活動の推進 
14 高速道路における緊急時の３原則（路上に立たない、車内に残らない、安全

な場所に避難する）の徹底を図るための広報・啓発（高速道路株式会社） 
15 バス停留所の安全性の確保 
16 生活道路の交通安全の確保に向けた取組の推進 

北 陸 信 越 運 輸 局 
長 野 運 輸 支 局 
労   働   局 
自動車事故対策機構 
（ＮＡＳＶＡ） 

１ 過積載・過労運転の防止等運行管理、労務管理の指導 (共通)  
２ 自動車の日常点検・整備及び定期点検・整備の促進 (国土交通省) 
３ 無車検・無保険車両の排除 (国土交通省) 
４  不正改造車の排除及び適正な部品販売の推進(国土交通省) 
５ バス停留所の安全確保（国土交通省） 
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６ 「交通労働災害防止のためのガイドライン」の周知徹底（労働局） 
７ プロドライバーへ適性診断を通じた安全意識の向上及び交通事故被害者心理

の理解（ＮＡＳＶＡ） 

自動車安全運転センター 
１ 「運転記録証明書 (ＳＤカード)｣の活用による安全意識の高揚  
２ 安全運転中央研修所への研修受講の促進 

交 通 安 全 協 会 
高速道路交通安全協議会 
指定自動車教習所協会 

１ 「交通安全教育指針」に基づく参加・体験・実践型交通安全教育、寸劇等を交
えた心に残る交通安全教育の実施と参加の推進（共通） 

２ 全ての座席におけるシートベルト・チャイルドシートの着用徹底の広報及び
街頭指導の実施（共通） 

３ 交通安全意識の高揚のための、機関紙（誌）の発行並びに各種広報資料の作
成と配布（共通） 

４ 高齢者宅への家庭訪問指導及び交通安全教室の開催 
（安協） 

５ 夕暮れ時の早めのライト点灯や反射材、自発光材の活用等の広報・啓発活動
の推進（安協） 

６ 自転車の交通ルール・マナー、ヘルメットの購入等に係る支援制度の周知・
活用と着用促進に係る広報・啓発活動の強化及び交通安全教育の推進（安協） 

７ 「飲酒運転四(し)ない運動」、「ハンドルキーパー運動」の周知徹底と飲酒運転
根絶に向けた広報・啓発活動の推進（安協） 

８ 妨害運転（あおり運転）防止のための啓発活動の推進（安協） 
９ 「交通安全こども自転車大会」、「二輪車安全運転講習」、「自転車交通安全教室」

の開催等自転車並びに二輪車運転者等に対する交通安全教育の推進（安協） 
10 通学路、園児移動経路、その他地域の交通危険箇所に対する安全点検の実 

施及び道路管理者等関係機関への提言（安協） 
11 危険箇所・通学通園路における指導・誘導活動の推進（安協） 
12 広報車による交通安全広報・啓発活動の推進（安協） 
13 交通安全功労者及び優良運転者等の表彰（安協） 
14 教習所の施設を開放しての地域の交通事故防止・交通安全等に貢献する活動
の推進（指定教協会） 

15 運転免許取得者に対する交通安全教育及び高齢者講習等の運転者教育の推
進（指定教協会） 

16 教習コースでの自転車交通安全教室開催の協力（指定教協会） 

交通安全教育支援センター 

１ 交通弱者を主たる対象に、寸劇等を交えた心に残る、参加・体験・実践型交
通安全教育の実施 

２ 交通安全意識の高揚のための各種広報活動の実施 
３ 反射材及びシートベルト・チャイルドシートの効果教育と着用の推進 
４ 自転車の交通ルールの習熟のための交通安全教育とヘルメットの着用促進 
５ 交通安全教育を主体的に行える指導者の育成 
６ 交通安全教育用器材の開発と普及促進 
７ 小学生が主体的に取り組む「私たちの交通安全宣言」事業の推進 

自家用自動車協会 
軽 自 動 車 協 会 
自動車販売店協会 
自動車整備振興会 

１ 不正改造車の排除、自動車の保守管理・点検整備に関する広報啓発の推進(共
通)  

２ 高齢運転者標識・昼間点灯用ＬＥＤライト普及(共通) 
３ 後付けのペダル踏み間違い急発進等抑制装置を含めた安全運転サポート車の

普及促進（共通） 
４ 路上放置車両排除・啓発指導(自家用自動車協会) 
５ 安全運転指導者制度の推進(自家用自動車協会) 
６ 軽自動車の保管場所届出の促進と路上駐車の排除(軽自動車協会) 
７ 幼稚(保育)園児、小・中学生及び高齢者を対象とした交通安全教室の開催並

びに事故防止活動の推進(自動車販売店協会) 
８ 高齢者・女性対象の安全運転、車両点検教室の開催及び事故防止活動の推進

(自動車販売店協会、自動車整備振興会) 

二輪車普及安全協会 

１ 高校生・高齢者・公道運転に不安を持つ方に対する二輪車(原付含)安全運転
技能講習の開催による交通安全運転技術の向上 

２ 「ヘルメット着用」「交通ルールとマナーの遵守」「定期点検の実施」「違法改
造の絶無」の周知徹底を通じた安全意識と交通社会人としての自覚の醸成 
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３ 原動機付自転車・二輪車の点検整備と任意保険加入の促進 
４ 自動車損害賠償責任保険の加入確認のための広報・啓発 

自転車モーター事業協同組合 
サイクリング協会 

１ 自転車のルール・マナー及びヘルメットの購入等に係る支援制度の周知・活
用と着用促進に係る広報・啓発活動の強化 

２ 自転車の点検整備及び点検整備済証 (ＴＳマーク)の普及促進 

３ 自転車損害賠償保険等への加入促進 

４ 自転車購入者に対する保険加入の有無の確認、情報提供 

５ 自転車の安全利用のための体格を考慮した自転車サイズ選定の推進 

６ 高齢者のペダル回転時のふらつき防止のための運転操作講習の推進 

鉄 道 事 業 者 

１ 踏切道の立体交差化及び第４種踏切の廃止等の整理統廃合の推進 

２ 踏切保安設備の整備及び関係機関との連携による交通規制の実施 

３ 踏切一時不停止、線路内への立ち入り等列車妨害に対する啓発活動や監視活
動の実施（駅ホームからの転落事故防止活動含む）   

４ 道路管理者、警察等と一体となった踏切事故防止対策の推進 

安全運転管理者協会 
ト ラ ッ ク 協 会 
バ  ス  協  会 
タ ク シ ー 協 会 
個人タクシー協会 
ダ ン プ カ ー 協 会 
建 設 業 協 会 

１ 事業所等における安全な運転管理の徹底と車両点検の充実(共通)  

２ シートベルト全席着用の周知徹底(共通) 

３ 夕暮れ時の早めのライト点灯と夜間の減速運転及びハイビームの適切な活用
の励行(共通) 

４ 研修会・講習会等の開催と運転適性検査の実施(共通) 

５ ｢運転記録証明書 (ＳＤカード)｣の活用による安全意識の高揚(共通) 

６ ヤングドライバークラブの結成・育成及び自主活動の徹底(安管協会) 
７ 事業所及びヤングドライバークラブの交通事故防止コンクールによる交通安

全意識の高揚(安管協会) 

８ プロドライバー事故防止コンクール等による交通安全意識の高揚 
（トラック・バス・タクシー・個人タクシー協会) 

９ 思いやりと交通マナー向上のため、個人タクシー団体マスターズ制度(三つ
星)の実施（個人タクシー協会) 

10 過積載運転防止のための適正な運転者管理及び労務管理の徹底 
(トラック協会・ダンプカー協会) 

11 バス利用感謝まごころサービス月間中における「バス事業自主管理簿」によ
る自主点検の実施促進(バス協会) 

12 衝突被害軽減ブレーキ装置及び後方視野確認支援装置（バックアイカメラ）
の導入促進（トラック協会） 

13 各種研修会等における自転車損害賠償保険等への加入促進 

14 ドライブレコーダーの導入と録画された事故映像・ヒヤリハット映像を活用
した交通安全教育の推進（タクシー協会） 

15 バス停留所の安全性の確保対策の推進（バス協会） 
16 適切な点検整備による大型車の車輪脱落事故等の防止（トラック・バス・ダ

ンプカー協会） 

保 育 園 連 盟 
国公立幼稚園長会 
私 立 幼 稚 園
・認定こども園協会 
Ｐ Ｔ Ａ 連 合 会 
高等学校ＰＴＡ連合会 

１ スクールゾーンや通学・通園路の点検と交通安全施設の整備の働き掛け(共
通) 

２ 園児等の移動経路の安全確保に向けた取組の推進（共通） 

３ 登下校・登降園時における街頭指導の充実(共通) 

４ チャイルドシート使用啓発の推進(共通) 
５ 家庭との連携を強化し、保護者の交通安全意識の高揚(保育園連盟・国公 

立幼稚園長会・私立幼稚園・認定こども園協会) 

６ 幼児からの自転車交通安全教室の推奨 

シニアクラブ連合会 
長寿社会開発センター 

１ 参加・体験・実践型の交通安全教育の推進及び運転能力の低下に対する気づ
きの促しと運転免許証自主返納制度の周知啓発 

２ 高齢運転者標識表示の呼び掛けと実践 

３ 参加・体験型高齢者交通安全教室への参加促進 

４ 安全運転サポート車（サポカー）の活用促進 
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５ 後付けのペダル踏み間違い急発進等抑制装置の活用促進 

６ ヒヤリ・ハット地図作成による交通安全意識の高揚 

７ 明るい服装の着用の呼び掛けと反射材・自発光材の活用促進 
８ 自転車乗車用ヘルメットの購入等に係る支援制度の周知・活用と着用促進に

係る広報・啓発活動の強化 

商工会議所連合会 
商 工 会 連 合 会 
石 油 商 業 組 合 
小売酒販組合連合会 
生活衛生同業組合連合会  

１ 路上駐車・歩道駐輪等の自粛・指導(商工会議所・商工会)  

２ 商品・看板等路上はみ出し防止の自粛・指導(商工会議所･ 商工会) 

３ 自動車及び自転車の駐車(輪)場の確保(商工会議所・商工会) 

４ 給油客に対する交通安全「ひと声運動」の励行(石油商業組合) 

５ 運転者に「酒を出さない、飲ませない」の徹底 

(小売酒販組合連合会･生活衛生同業組合連合会) 

６ 自動販売機による酒類の深夜販売の自主規制の徹底 

(小売酒販組合連合会･生活衛生同業組合連合会) 

７ ｢暴走族に給油しない｣自主的運動の励行(石油商業組合) 

報道機関 

１ 高齢者の交通事故防止、反射材・自発光材の普及・活用、シートベルト着用・
チャイルドシート使用、飲酒運転の根絶、妨害運転（あおり運転）の防止、ヘ
ルメットの着用等をはじめとする自転車の安全利用の広報・啓発及びヘルメッ
ト購入支援制度の周知、横断歩道のルール遵守とマナーアップ行動の実践等、
特集を組んだ広報啓発 

２ 交通安全キャンペーン等定期的な広報啓発 

３ 季別交通安全運動の積極的な広報 

前 記 以 外 の 団 体 

１ 組織等の広報媒体を活用して県民に交通安全を広報啓発 
２ 高齢者と接する機会を利用した「高齢者交通安全ひと声運動」への参加 
３ 全ての座席のシートベルト着用とチャイルドシート使用の広報啓発   
４ 夕暮れ時の早めのライト点灯の広報啓発 
５ 飲酒運転を許さない気運の醸成  

６ 自転車運転者へのヘルメットの着用等をはじめとする交通ルール遵守とマナ
ー向上対策の推進及びヘルメット購入支援制度の周知  
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第 10  推進機関・団体 

     

 


